
統計法に基づく基幹統計

毎月勤労統計調査

「令和６年地方調査結果」「令和６年特別調査結果」

静岡県の賃金、労働時間及び雇用の動き

令和７年３月

静岡県知事直轄組織デジタル戦略局統計調査課

毎月勤労統計調査とは？（通称：毎勤）

厚生労働省が都道府県をとおして実施する調査で、労働者の賃金、労働時間、

雇用について毎月の変化を明らかにするものです。

また、国の重要な統計を作成するための調査として、統計法に基づく「基幹

統計調査」とされています。

－毎勤はいろいろ役立っています－

★失業給付の額や休業補償額の改訂の資料

★企業の経営判断や賃金などの労働条件決定の際の資料

★内閣府の月例経済報告や景気動向指数などの景気判断資料 等
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利 用 上 の 注 意

１ 令和６年地方調査結果は、毎月公表している「毎月勤労統計調査地方調査結果（静岡県の賃金、労働

時間及び雇用の動き）」について、令和６年（令和６年１月から令和６年12月までの期間）の結果をま

とめたものである。また、令和６年特別調査結果は、常用労働者１～４人を雇用する事業所を対象に、

令和６年7月31日現在で実施した「毎月勤労統計調査特別調査」の結果を取りまとめたものである。

２ 地方調査結果の数値は、調査対象事業所からの報告を基にして、本県の事業所規模５人以上のすべて

の事業所に対応するよう復元して算定したものである。また、特別調査結果の数値は、本県の事業所規

模１～４人のすべての事業所に対応するよう復元して算定したものである。

３ 地方調査結果の実数の年平均値は、各月の数値を常用労働者数で加重平均することによって算出して

いる。また、指数及び労働異動率の年平均値は、各月の数値を単純平均したものである。

４ 調査産業のうち、鉱業，採石業，砂利採取業は調査事業所数が少ないため産業別数値を公表していな

いが、調査産業計には、実数、指数ともに含めている。

５ 指数について

(1) 指数の算出方法は、「各月の調査結果の実数÷基準数値×100」であり、「基準数値」とは基準年に

おける１か月あたりの単純平均である。（現在の基準年は令和２年）

(2) 産業については、平成29年1月分結果から平成25年10月に改定された「日本標準産業分類」に基

づき表章している。

(3) 抽出替え及びギャップ修正について

事業所規模30人以上の事業所（第一種事業所）に係る調査は、従来の２～３年に一度行う総入替

え方式から、毎年１月分調査時に行う部分入替え方式に平成30年から変更した。賃金、労働時間指

数とその増減率は、総入替え方式のときに行っていた過去に遡った改訂はしていない。

令和６年１月分公表時に、労働者数推計を当時利用できる最新のデータ（令和３年経済センサス-

活動調査）に基づき更新（ベンチマーク更新）した。ベンチマーク更新に伴い常用雇用指数及びそ

の前年同月比等は、過去に遡って改訂している。賃金、労働時間及びパートタイム労働者比率の令

和６年の前年同月比等については、令和５年にベンチマーク更新を実施した参考値を作成し、この

参考値と令和６年の値を比較することによりベンチマーク更新の影響を取り除いて算出しているた

め、指数及び実数から算出した場合と一致しない。

(4) 公表されている前年比については、原則として指数により行っているため、実数から算定した場合

とは必ずしも一致していない。

(5) 基準時更新とは、指数の基準年を西暦年の末尾が0又は5の付く年に変更する改訂のことをいい、5

年ごとに行っている。この基準時更新では、各指数を全期間にわたって改訂しているが、増減率は改

訂していない。現在の基準年は令和２年である。

(6) 統計表の符号は以下のとおり。

「０」…… 表記単位に満たないもの。

「－」…… 該当数字無し又は指数化されていない。

「ｘ」…… 集計事業所数が2以下又は当該産業に属する事業所数が少ないため、公表していない。

(7) 指数表の産業大分類の一部については、下記の略称を用いて表示している。

Ｆ 電気・ガス水道業等 Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業

Ｌ 学術研究等 Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業

Ｎ 生活関連サービス業等 Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業

Ｒ 他に分類されないサービス業 Ｒ サービス業（他に分類されないもの）

産 業 大 分 類略   称
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Ⅰ 令和６年地方調査結果

１ 賃 金

(1)事業所規模５人以上

ア 年次別現金給与額

令和６年の１人平均月間現金給与総額は332,169円で、前年比3.8％増と４年連続で増加し

た。

現金給与総額のうち、定期給与は268,988円で前年比2.5％増と５年連続で増加、定期給与

のうち、所定内給与は247,353円で前年比2.5％増と２年連続で増加した。

超過労働給与は21,635円で前年差274円増、特別給与は63,181円で前年差5,462円増とな

った。

表１－１ 年次別現金給与額の推移

イ 産業別現金給与額

産業別に現金給与総額をみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が547,838円と最も高く、

次いで「学術研究,専門・技術サービス業」、「建設業」の順となった。

産業別に現金給与総額の動きをみると、「卸売業,小売業」(16.0％増)、「電気・ガス・熱供

給・水道業」(12.1％増)、「複合サービス事業」(8.8％増)等で増加し、「不動産業,物品賃貸業」

(6.7％減)、「生活関連サービス業,娯楽業」(6.4％減)等で減少した。

表１－２ 産業別現金給与額

（事業所規模５人以上、調査産業計、令和２年平均＝100）

指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 円

 令和２年 304,928 100.0 -0.8 252,566 100.0 0.3 234,140 100.0 1.9 18,426 52,362 

　 ３ 308,087 101.0 1.0 255,749 101.3 1.3 237,333 101.4 1.4 18,416 52,338 

 　４ 310,596 101.9 0.9 256,609 101.6 0.3 237,024 101.2 -0.2 19,585 53,987 

   ５ 318,617 104.5 2.6 261,385 103.5 1.9 240,292 102.6 1.4 21,093 57,232 

   ６ 332,169 109.0 3.8 268,988 106.5 2.5 247,353 105.6 2.5 21,635 63,181 

所定内給与年
現金給与総額 定期給与

特別給与超過労働給与

（事業所規模５人以上）

前年比 前年比 前年比 前年差 前年差

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 円 円 円

TL 調 査 産 業 計 332,169 3.8 268,988 2.5 247,353 2.5 21,635 274 63,181 5,462

D 建 設 業 445,397 7.4 344,093 3.1 323,175 2.6 20,918 2,453 101,304 19,670

E 製 造 業 414,611 1.7 325,473 1.6 293,528 1.9 31,945 -256 89,138 1,374

F 電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 547,838 12.1 484,736 22.6 422,666 22.0 62,070 13,113 63,102 -30,501

G 情 報 通 信 業 382,357 -0.9 322,914 5.7 302,298 7.4 20,616 -3,618 59,443 -19,700

H 運 輸 業 , 郵 便 業 291,210 -2.5 261,031 -1.9 216,430 -0.9 44,601 -3,095 30,179 -2,533

I 卸 売 業 , 小 売 業 275,805 16.0 228,996 13.6 216,511 13.4 12,485 1,864 46,809 10,604

J 金 融 業 , 保 険 業 440,368 4.3 332,347 4.8 311,196 4.0 21,151 3,213 108,021 2,552

K 不 動 産 業 , 物 品 賃 貸 業 302,241 -6.7 246,245 -8.8 231,563 -7.6 14,682 -4,792 55,996 -140

L 学術研究 , 専門・技術 サービス 業 523,674 2.7 379,298 1.5 347,480 1.3 31,818 1,458 144,376 7,913

M 宿 泊 業 , 飲 食 サ ー ビ ス 業 119,578 -2.7 112,978 -3.1 108,661 -2.1 4,317 -1,238 6,600 147

N 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 , 娯 楽 業 185,545 -6.4 165,640 -7.3 156,760 -6.4 8,880 -2,448 19,905 282

O 教 育 , 学 習 支 援 業 397,631 6.2 297,547 3.6 293,857 3.3 3,690 899 100,084 12,931

P 医 療 , 福 祉 313,514 3.0 259,350 -0.3 242,487 0.1 16,863 -986 54,164 9,813

Q 複 合 サ ー ビ ス 事 業 415,454 8.8 323,078 5.5 295,090 2.2 27,988 10,693 92,376 18,052

R サービス業（他に分類されないもの） 269,783 5.3 235,672 2.2 209,064 0.5 26,608 4,142 34,111 8,470

所定内給与 超過労働給与産　　　業
現金給与総額 定期給与 特別給与
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(2)事業所規模３０人以上

ア 年次別現金給与額

令和６年の１人平均月間現金給与総額は363,390円で前年比2.6％増、現金給与総額のうち、

定期給与は288,655円で前年1.4％増と、それぞれ４年連続で増加した。定期給与のうち、所

定内給与は263,358円で前年比1.8％増と９年連続で増加した。

超過労働給与は25,297円で前年差555円減、特別給与は74,735円で前年差4,923円増とな

った。

表１－３ 年次別現金給与額の推移

イ 産業別現金給与額

産業別に現金給与総額をみると、「学術研究,専門・技術サービス業」が622,786円と最も高

く、次いで「電気・ガス・熱供給・水道業」、「建設業」の順となった。

産業別に現金給与総額の動きをみると、「複合サービス事業」（19.9％増）、「卸売業,小売業」

（13.1％増）、「電気・ガス・熱供給・水道業」（11.2％増）等で増加し、「不動産業,物品賃貸

業」(18.2％減)、「運輸業,郵便業」(8.9％減)等で減少した。

表１－４ 産業別現金給与額

（事業所規模30人以上、調査産業計、令和２年平均＝100）

指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 円

 令和２年 339,684 100.0 -1.8 274,972 100.0 -0.6 252,337 100.0 1.1 22,635 64,712 

　 ３ 346,295 102.0 2.0 279,789 101.7 1.7 256,103 101.5 1.5 23,686 66,506 

 　４ 352,206 103.7 1.7 283,701 103.2 1.5 258,698 102.5 1.0 25,003 68,505 

   ５ 357,248 105.3 1.5 286,479 104.2 1.0 260,492 103.2 0.7 25,987 70,769 

   ６ 363,390 107.2 2.6 288,655 105.0 1.4 263,358 104.4 1.8 25,297 74,735 

所定内給与年
現金給与総額 定期給与

特別給与超過労働給与

（事業所規模30人以上）

前年比 前年比 前年比 前年差 前年差

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 円 円 円

TL 調 査 産 業 計 363,390 2.6 288,655 1.4 263,358 1.8 25,297 -555 74,735 4,923

D 建 設 業 491,454 8.8 345,575 1.4 323,864 1.4 21,711 -128 145,879 35,272

E 製 造 業 441,861 2.4 340,999 2.5 306,334 3.0 34,665 -794 100,862 1,574

F 電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 586,629 11.2 524,551 25.6 455,919 25.3 68,632 15,229 62,078 -47,550

G 情 報 通 信 業 377,836 -4.7 318,303 2.2 300,403 4.8 17,900 -6,786 59,533 -25,022

H 運 輸 業 , 郵 便 業 252,365 -8.9 234,730 -3.6 198,051 0.5 36,679 -9,768 17,635 -16,162

I 卸 売 業 , 小 売 業 270,681 13.1 219,786 7.7 207,516 7.7 12,270 759 50,895 15,806

J 金 融 業 , 保 険 業 437,874 3.8 331,640 3.3 309,795 4.1 21,845 -1,514 106,234 4,969

K 不 動 産 業 , 物 品 賃 貸 業 270,263 -18.2 221,017 -19.2 204,058 -20.5 16,959 157 49,246 -10,017

L 学術研究, 専門・技術 サービス 業 622,786 5.4 434,497 2.1 397,166 2.4 37,331 -296 188,289 23,216

M 宿 泊 業 , 飲 食 サ ー ビ ス 業 149,194 2.3 139,134 1.4 133,814 3.9 5,320 -2,976 10,060 1,471

N 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 , 娯 楽 業 190,916 -3.4 170,798 -5.1 159,258 -6.4 11,540 1,976 20,118 2,298

O 教 育 , 学 習 支 援 業 455,161 5.3 334,702 2.2 332,087 2.2 2,615 -27 120,459 14,472

P 医 療 , 福 祉 348,378 0.2 283,883 -3.3 260,805 -3.1 23,078 -1,435 64,495 9,464

Q 複 合 サ ー ビ ス 事 業 444,686 19.9 349,531 17.0 306,521 11.5 43,010 19,111 95,155 26,215

R サービス業（他に分類されないもの） 244,699 2.8 216,345 0.7 189,829 -2.3 26,516 5,688 28,354 5,216

所定内給与 超過労働給与産　　　業
現金給与総額 定期給与 特別給与
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２ 労働時間

(1)事業所規模５人以上

ア 年次別労働時間

令和６年の１人平均月間総実労働時間は141.6 時間で、前年比0.4％増と４年連続で増加した。

総実労働時間のうち、所定内労働時間は130.2 時間で前年比0.1％減と２年ぶりに減少、所定

外労働時間は11.4 時間で前年比5.2％増と４年連続で増加した。

出勤日数は18.0日で、前年と同水準となった。

表２－１ 年次別労働時間の推移

イ 産業別労働時間

産業別に総実労働時間をみると、「運輸業,郵便業」が164.0時間と最も長く、次いで「建設業」、

「製造業」の順となった。

産業別に総実労働時間の動きをみると、「教育,学習支援業」(11.7％増)、「卸売業,小売業」

（5.4％増）、「サービス業（他に分類されないもの）」（4.1％増）等で増加し、「宿泊業,飲食サー

ビス業」(9.0％減)、「不動産業,物品賃貸業」（8.6％減)等で減少した。

表２－２ 産業別労働時間

（事業所規模５人以上、調査産業計、令和２年平均＝100）

指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比

時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日

 令和２年 137.5 100.0 -3.4 128.2 100.0 -2.3 9.3 100.0 -16.4 18.0 

　 ３ 138.5 100.7 0.8 129.1 100.7 0.6 9.4 101.5 1.4 18.1 

 　４ 138.6 100.8 0.1 128.3 100.1 -0.6 10.3 110.3 8.7 18.0 

   ５ 140.5 102.1 1.3 129.6 101.1 1.0 10.9 116.7 5.8 18.0 

   ６ 141.6 103.0 0.4 130.2 101.6 -0.1 11.4 122.3 5.2 18.0 

所定内労働時間 所定外労働時間年
総実労働時間

出勤日数

（事業所規模５人以上）

前年比 前年比 前年比 前年差

時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 日

TL 調 査 産 業 計 141.6 0.4 130.2 -0.1 11.4 5.2 18.0 0.0 

D 建 設 業 158.9 -2.2 146.9 -2.7 12.0 4.5 19.5 -0.5 

E 製 造 業 158.6 -0.4 144.7 -0.4 13.9 -0.8 19.0 0.0 

F 電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 158.4 -3.1 142.3 -3.4 16.1 -1.9 18.6 -0.5 

G 情 報 通 信 業 150.7 -5.1 142.7 -2.9 8.0 -32.1 18.6 -0.3 

H 運 輸 業 , 郵 便 業 164.0 -0.8 140.0 0.0 24.0 -5.2 19.2 0.0 

I 卸 売 業 , 小 売 業 132.1 5.4 124.7 4.8 7.4 15.3 18.2 0.6 

J 金 融 業 , 保 険 業 144.8 0.1 136.0 -1.0 8.8 22.0 18.7 -0.2 

K 不 動 産 業 , 物 品 賃 貸 業 130.1 -8.6 122.8 -6.2 7.3 -36.2 16.6 -1.3 

L 学術研究 , 専門・技術 サービス 業 156.8 1.0 143.1 1.3 13.7 -2.3 18.5 0.1 

M 宿 泊 業 , 飲 食 サ ー ビ ス 業 82.7 -9.0 79.1 -7.9 3.6 -29.7 13.5 -1.0 

N 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 , 娯 楽 業 114.1 -1.6 109.0 -1.4 5.1 -4.6 16.2 -0.1 

O 教 育 , 学 習 支 援 業 142.8 11.7 122.6 4.7 20.2 88.0 17.9 0.9 

P 医 療 , 福 祉 132.5 -2.9 127.5 -2.4 5.0 -12.2 17.7 -0.2 

Q 複 合 サ ー ビ ス 事 業 157.1 3.9 143.5 0.5 13.6 62.2 19.0 0.0 

R サービス業（他に分類されないもの） 149.7 4.1 134.2 2.6 15.5 18.7 18.4 0.0 

所定内労働時間 所定外労働時間産　　　業
総実労働時間 出勤日数
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(2)事業所規模３０人以上

ア 年次別労働時間

令和６年の１人平均月間総実労働時間は147.3時間で、前年比0.4％増と４年連続で増加した。

総実労働時間のうち、所定内労働時間は134.4時間で前年と同水準、所定外労働時間は12.9

時間で前年比5.3％増と４年連続で増加した。

出勤日数は18.3日で、前年と同水準となった。

表２－３ 年次別労働時間の推移

イ 産業別労働時間

産業別に総実労働時間をみると、「建設業」が163.9時間と最も長く、次いで「学術研究,専門・

技術サービス業」、「複合サービス事業」の順となった。

産業別に総実労働時間の動きをみると、「教育,学習支援業」（14.5％増）、「複合サービス事業」

(8.2％増)、「サービス業（他に分類されないもの）」（2.7％増）等で増加し、「不動産業,物品賃

貸業」(9.6％減)、「情報通信業」(8.1％減)等で減少した。

表２－４ 産業別労働時間

（事業所規模30人以上、調査産業計、令和２年平均＝100）

指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比

時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日

 令和２年 142.1 100.0 -4.0 131.7 100.0 -2.8 10.4 100.0 -17.1 18.1 

　 ３ 143.8 101.1 1.2 132.8 100.8 0.7 11.0 105.1 5.0 18.3 

 　４ 145.1 102.1 1.0 132.9 100.9 0.1 12.2 117.3 11.6 18.2 

   ５ 146.5 103.0 0.9 134.0 101.7 0.8 12.5 120.0 2.3 18.3 

   ６ 147.3 103.6 0.4 134.4 102.0 0.0 12.9 124.1 5.3 18.3 

所定内労働時間 所定外労働時間年
総実労働時間

出勤日数

（事業所規模30人以上）

前年比 前年比 前年比 前年差

時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 日

TL 調 査 産 業 計 147.3 0.4 134.4 0.0 12.9 5.3 18.3 0.0 

D 建 設 業 163.9 0.6 149.6 1.1 14.3 -4.7 19.6 0.4 

E 製 造 業 160.5 0.0 145.9 0.0 14.6 -1.3 18.9 -0.1 

F 電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 154.6 -1.1 139.9 -1.1 14.7 0.0 18.6 0.1 

G 情 報 通 信 業 149.8 -8.1 142.2 -5.9 7.6 -35.3 18.5 -0.3 

H 運 輸 業 , 郵 便 業 152.9 -2.3 134.3 0.2 18.6 -17.6 18.8 0.0 

I 卸 売 業 , 小 売 業 131.9 2.3 125.2 2.8 6.7 -5.9 18.6 0.6 

J 金 融 業 , 保 険 業 143.1 -2.2 135.3 -2.3 7.8 0.2 18.7 -0.3 

K 不 動 産 業 , 物 品 賃 貸 業 127.7 -9.6 120.3 -8.0 7.4 -30.0 16.6 -1.0 

L 学術研究 , 専門・技術 サービス 業 163.6 1.3 148.0 1.5 15.6 -1.2 18.8 0.0 

M 宿 泊 業 , 飲 食 サ ー ビ ス 業 97.5 -2.2 93.9 -0.5 3.6 -32.2 14.9 -0.6 

N 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 , 娯 楽 業 117.9 1.8 110.1 0.4 7.8 28.0 16.2 0.6 

O 教 育 , 学 習 支 援 業 156.2 14.5 129.5 5.5 26.7 94.2 18.5 0.9 

P 医 療 , 福 祉 137.4 -4.0 131.3 -3.4 6.1 -15.3 17.8 -0.3 

Q 複 合 サ ー ビ ス 事 業 163.0 8.2 142.3 2.6 20.7 75.4 19.1 0.2 

R サービス業（他に分類されないもの） 144.6 2.7 129.1 0.3 15.5 29.0 17.9 -0.1 

所定内労働時間 所定外労働時間産　　　業
総実労働時間 出勤日数
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３ 雇 用

(1)事業所規模５人以上

ア 年次別常用労働者数及び労働異動率

令和６年の月間平均常用労働者数は1,437,825人で、前年比0.2％減と４年ぶりに減少した。

このうち一般労働者は1,014,799人、パートタイム労働者は423,026人となった。

パートタイム労働者比率は29.4％で、前年差0.9ポイント減と２年連続で減少した。

労働異動率をみると、入職率は1.82％で、前年差0.07ポイント減と２年ぶりに減少、離職率

は1.91％で前年差0.08ポイント増と２年連続で増加した。

表３－１ 年次別常用労働者数及び労働異動率の推移

イ 産業、就業形態別常用労働者数及び労働異動率

常用労働者数を産業別にみると、「製造業」が382,468人と最も多く、次いで「卸売業,小売業」、

「医療,福祉」の順となった。

パートタイム労働者比率の産業別割合をみると、「宿泊業,飲食サービス業」が81.7％と最も

高く、次いで「生活関連サービス業,娯楽業」、「卸売業,小売業」の順となった。

常用労働者の異動状況を産業別にみると、入職率、離職率とも「宿泊業,飲食サービス業」、「不

動産業,物品賃貸業」、「生活関連サービス業,娯楽業」「複合サービス事業」等で高くなっている。

※入(離)職率には、新規の入(離)職者の他に、同一企業内の転勤者が含まれている。

表３－２ 産業、就業形態別常用労働者数及び労働異動率

（事業所規模５人以上、調査産業計、令和２年平均＝100）

指数 前年比 比率 前年差 前年差 前年差

人 ％ 人 人 ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

 令和２年 1,405,797 100.0 -0.3 971,740 434,057 30.9 0.1 1.90 0.04 1.87 -0.03 

　 ３ 1,411,383 100.4 0.4 983,858 427,525 30.3 -0.6 1.87 -0.03 1.83 -0.04 

 　４ 1,424,201 101.2 0.8 981,040 443,161 31.1 0.8 1.82 -0.05 1.81 -0.02 

   ５ 1,437,410 102.1 0.9 993,094 444,316 30.9 -0.2 1.89 0.07 1.83 0.02 

   ６ 1,437,825 101.9 -0.2 1,014,799 423,026 29.4 -0.9 1.82 -0.07 1.91 0.08 

年
常用労働者数 労 働 異 動 率

一般
労働者

パートタイム労働者

入職率 離職率

（事業所規模５人以上）

前年比 比率 前年差 前年差 前年差

人 ％ 人 人 ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

TL 調 査 産 業 計 1,437,825 -0.2 1,014,799 423,026 29.4 -0.9 1.82 -0.07 1.91 0.08 

D 建 設 業 62,725 1.2 56,936 5,789 9.2 -3.0 1.57 0.42 1.46 0.65 

E 製 造 業 382,468 -2.2 339,727 42,741 11.2 1.0 1.10 -0.05 1.24 0.15 

F 電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 6,105 -5.7 5,836 269 4.4 -2.0 1.52 0.28 1.62 0.09 

G 情 報 通 信 業 15,822 -4.0 13,795 2,027 12.8 6.3 1.85 0.74 1.25 0.11 

H 運 輸 業 , 郵 便 業 87,937 1.5 70,247 17,690 20.1 -2.7 2.21 0.72 2.24 0.84 

I 卸 売 業 , 小 売 業 227,143 0.6 121,790 105,353 46.4 -6.5 1.73 -0.52 1.69 -0.59 

J 金 融 業 , 保 険 業 31,465 -2.4 26,963 4,502 14.3 2.5 1.29 -0.38 1.52 -0.12 

K 不 動 産 業 , 物 品 賃 貸 業 16,127 9.4 9,550 6,577 40.4 9.6 3.37 0.37 3.27 0.93 

L 学術研究 , 専門・技術 サービス 業 34,096 0.1 29,930 4,166 12.2 1.6 1.22 0.27 1.52 0.50 

M 宿 泊 業 , 飲 食 サ ー ビ ス 業 110,507 1.3 20,218 90,289 81.7 0.7 3.95 -0.09 3.97 0.25 

N 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 , 娯 楽 業 38,804 0.1 16,326 22,478 57.9 5.6 2.54 -0.01 2.43 -0.21 

O 教 育 , 学 習 支 援 業 87,638 2.2 63,335 24,303 27.7 -5.4 1.54 -0.40 1.33 -0.48 

P 医 療 , 福 祉 206,088 0.3 137,057 69,031 33.5 1.5 1.84 0.16 1.87 0.25 

Q 複 合 サ ー ビ ス 事 業 11,329 6.6 10,467 862 7.5 -3.6 2.28 -0.23 2.32 -0.46 

R サービス業（他に分類されないもの） 119,421 -3.1 92,478 26,943 22.6 -4.3 2.22 -0.22 2.93 0.30 

産　　　業
常用労働者数 労 働 異 動 率

一般
労働者

パートタイム労働者

入職率 離職率
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(2)事業所規模３０人以上

ア 年次別常用労働者数及び労働異動率

令和６年の月間平均常用労働者数は891,433人で、前年比1.4％減となった。このうち一般労

働者は678,168人、パートタイム労働者は213,265人となった。

パートタイム労働者比率は23.9％で、前年差0.2ポイント減と４年連続で減少した。

労働異動率をみると、入職率は1.67％で前年差0.02ポイント減と３年ぶりに減少、離職率は

1.88％で前年差0.22ポイント増と２年ぶりに増加した。

表３－３ 年次別常用労働者数及び労働異動率の推移

イ 産業、就業形態別常用労働者数及び労働異動率

常用労働者数を産業別にみると、「製造業」が310,837人と最も多く、次いで「医療,福祉」、

「卸売業,小売業」の順となった。

パートタイム労働者比率の産業別割合をみると、「宿泊業,飲食サービス業」が71.7％と最も

高く、次いで「生活関連サービス業,娯楽業」、「卸売業,小売業」の順となった。

常用労働者の異動状況を産業別にみると、入職率、離職率とも「宿泊業,飲食サービス業」、「生

活関連サービス業,娯楽業」、「運輸業,郵便業」等で高くなっている。

※入(離)職率には、新規の入(離)職者の他に、同一企業内の転勤者が含まれている。

表３－４ 産業、就業形態別常用労働者数及び労働異動率

（事業所規模30人以上、調査産業計、令和２年平均＝100）

指数 前年比 比率 前年差 前年差 前年差

人 ％ 人 人 ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

 令和２年 824,929 100.0 0.5 619,335 205,594 24.9 0.4 1.66 0.11 1.53 -0.12 

　 ３ 834,095 101.8 1.8 629,026 205,069 24.6 -0.3 1.55 -0.11 1.55 0.02 

 　４ 852,685 102.5 0.7 644,808 207,877 24.4 -0.2 1.68 0.13 1.66 0.11 

   ５ 861,500 103.6 1.0 654,028 207,472 24.1 -0.3 1.69 0.01 1.66 0.00 

   ６ 891,433 102.2 -1.4 678,168 213,265 23.9 -0.2 1.67 -0.02 1.88 0.22 

年
常用労働者数 労 働 異 動 率

一般
労働者

パートタイム労働者

入職率 離職率

（事業所規模30人以上）

前年比 比率 前年差 前年差 前年差

人 ％ 人 人 ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

TL 調 査 産 業 計 891,433 -1.4 678,168 213,265 23.9 -0.2 1.67 -0.02 1.88 0.22 

D 建 設 業 17,804 -7.1 16,277 1,527 8.3 -6.0 1.24 0.27 1.87 0.87 

E 製 造 業 310,837 -2.2 285,937 24,900 8.0 0.5 1.03 -0.01 1.25 0.22 

F 電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 4,553 -7.9 4,307 246 5.4 -2.8 1.44 0.79 1.26 -0.10 

G 情 報 通 信 業 11,492 -4.4 9,709 1,783 15.4 12.7 2.13 0.80 1.46 0.34 

H 運 輸 業 , 郵 便 業 59,376 2.0 44,074 15,302 25.8 -5.2 2.83 1.26 2.74 1.11 

I 卸 売 業 , 小 売 業 92,507 -0.5 43,463 49,044 53.0 -0.7 1.75 -0.25 1.76 -0.33 

J 金 融 業 , 保 険 業 16,025 -1.5 13,315 2,710 16.9 3.6 1.26 -0.13 1.47 0.08 

K 不 動 産 業 , 物 品 賃 貸 業 5,516 9.0 3,021 2,495 45.2 12.9 1.70 -1.15 2.01 0.35 

L 学術研究, 専門・技術 サービス 業 21,787 1.8 20,968 819 3.8 0.2 1.06 0.11 1.11 0.13 

M 宿 泊 業 , 飲 食 サ ー ビ ス 業 42,715 0.4 12,073 30,642 71.7 0.4 4.22 0.96 3.89 0.75 

N 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 , 娯 楽 業 18,942 0.7 8,145 10,797 57.0 2.5 3.04 0.58 3.04 0.47 

O 教 育 , 学 習 支 援 業 62,449 1.2 50,258 12,191 19.5 -6.1 1.16 -0.97 1.15 -0.69 

P 医 療 , 福 祉 129,396 -2.3 93,316 36,080 27.9 2.9 1.42 -0.43 1.83 0.20 

Q 複 合 サ ー ビ ス 事 業 6,215 18.7 5,565 650 10.3 -7.7 1.69 0.35 1.49 -0.29 

R サービス業（他に分類されないもの） 91,816 -3.5 67,734 24,082 26.3 -2.7 2.51 -0.20 3.30 0.33 

産　　　業
常用労働者数 労 働 異 動 率

一般
労働者

パートタイム労働者

入職率 離職率
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(事業所規模５人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 99.7 99.7 102.9 111.0 100.5 105.0 102.7 98.0 108.0 95.4 105.3 101.4 76.1 94.9 100.2 105.2 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 102.1 108.1 102.6 102.3 107.9 100.4 94.0 91.8 113.3 105.9 100.9 102.1 100.0 102.1 102.6 118.1 
　４ 99.3 100.6 103.5 93.9 102.8 90.5 88.7 93.2 106.8 98.7 97.7 104.8 96.6 98.4 106.0 118.9 
　５ 97.6 98.5 102.2 99.0 94.7 93.5 89.0 87.5 106.5 97.4 93.6 92.4 91.1 95.8 104.1 120.8 
　６ 97.3 98.8 101.7 113.6 96.3 89.3 97.6 87.7 94.6 97.7 85.6 83.6 92.8 89.9 106.2 119.6 

令和 元 年 -0.4 -6.2 -0.9 -8.2 2.0 3.5 -0.3 1.8 -1.6 -2.8 13.1 -1.8 -8.0 0.3 -1.9 1.1 
  ２ 0.3 0.3 -2.8 -9.9 -0.5 -4.8 -2.5 2.1 -7.4 4.8 -5.0 -1.4 31.4 5.4 -0.2 -5.0 
  ３ 2.1 8.1 2.6 2.3 7.9 0.4 -6.0 -8.2 13.3 5.9 0.9 2.1 0.0 2.1 2.6 18.1 
　４ -2.7 -6.9 0.9 -8.2 -4.7 -9.9 -5.6 1.5 -5.7 -6.8 -3.2 2.6 -3.4 -3.6 3.3 0.7 
　５ -1.7 -2.1 -1.3 5.4 -7.9 3.3 0.3 -6.1 -0.3 -1.3 -4.2 -11.8 -5.7 -2.6 -1.8 1.6 
　６ -0.7 -0.1 -1.5 18.7 2.4 -5.0 10.0 1.6 -11.7 -1.6 -6.1 -10.2 0.3 -3.3 2.2 -1.0 

表４－４　実質賃金指数（定期給与）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

（注１）実質賃金指数は、名目賃金指数を消費者物価指数（持屋の帰属家賃を除く総合指数）で除して百分率化したもの。
（注２）実質賃金指数の作成に用いる消費者物価指数は、平成28年３月分までは静岡県の数値を使用していたが、令和４年１月分から毎月勤労統計調査の基準年を令和２年に変更したこと
に伴い、平成28年３月分以前に遡って静岡市の数値を使用した指数に改訂した。併せて、消費者物価指数の基準年も令和２年に変更され、令和３年分の増減率が改訂されたことから、実質
賃金指数の令和３年分の増減率も改訂した。

４ 指数表

(1)事業所規模５人以上

(事業所規模５人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 100.8 99.4 104.1 111.0 98.2 108.7 106.3 99.3 109.0 97.0 110.9 101.5 75.8 95.0 101.2 105.7 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 101.0 107.1 102.0 98.8 104.9 101.6 91.7 95.2 112.0 106.0 102.1 97.2 98.9 99.5 99.0 117.4 
　４ 101.9 102.9 107.7 90.7 98.8 93.0 89.4 100.1 113.7 107.2 101.2 101.8 99.0 99.1 107.8 118.3 
　５ 104.5 109.7 109.9 95.8 97.8 99.0 94.4 99.9 119.3 112.4 102.0 96.1 96.1 100.6 106.0 126.0 
　６ 109.0 118.6 113.5 106.0 95.9 96.9 108.8 102.3 112.0 118.3 96.3 90.2 103.2 100.0 114.9 132.9 

令和 元 年 0.1 -11.9 0.7 -2.5 5.0 3.4 0.7 -4.7 -3.1 -4.2 16.1 1.5 -5.2 1.4 -2.6 1.4 
  ２ -0.8 0.6 -3.9 -9.9 1.8 -8.0 -5.8 0.7 -8.3 3.1 -9.8 -1.5 32.0 5.3 -1.2 -5.4 
  ３ 1.0 7.1 2.0 -1.2 4.9 1.5 -8.3 -4.8 12.0 6.0 2.1 -2.7 -1.1 -0.5 -1.0 17.4 
　４ 0.9 -3.9 5.6 -8.2 -5.8 -8.5 -2.5 5.1 1.5 1.1 -0.9 4.7 0.1 -0.4 8.9 0.8 
　５ 2.6 6.6 2.0 5.6 -1.0 6.5 5.6 -0.2 4.9 4.9 0.8 -5.6 -2.9 1.5 -1.7 6.5 
　６ 3.8 7.4 1.7 12.1 -0.9 -2.5 16.0 4.3 -6.7 2.7 -2.7 -6.4 6.2 3.0 8.8 5.3 

表４－１　名目賃金指数（現金給与総額）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

(事業所規模５人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 100.8 99.4 104.1 111.0 98.2 108.7 106.3 99.3 109.0 97.0 110.9 101.5 75.8 95.0 101.2 105.7 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 101.8 108.0 102.8 99.6 105.7 102.4 92.4 96.0 112.9 106.9 102.9 98.0 99.7 100.3 99.8 118.3 
　４ 99.6 100.6 105.3 88.7 96.6 90.9 87.4 97.8 111.1 104.8 98.9 99.5 96.8 96.9 105.4 115.6 
　５ 98.6 103.5 103.7 90.4 92.3 93.4 89.1 94.2 112.5 106.0 96.2 90.7 90.7 94.9 100.0 118.9 
　６ 99.6 108.4 103.7 96.9 87.7 88.6 99.5 93.5 102.4 108.1 88.0 82.4 94.3 91.4 105.0 121.5 

令和 元 年 -0.3 -12.2 0.3 -2.9 4.5 2.9 0.4 -5.1 -3.5 -4.6 15.5 1.1 -5.5 1.0 -2.9 1.0 
  ２ -0.8 0.5 -3.8 -9.9 1.8 -8.0 -5.8 0.7 -8.3 3.2 -9.8 -1.6 32.0 5.3 -1.2 -5.4 
  ３ 1.8 8.0 2.8 -0.4 5.7 2.4 -7.6 -4.0 12.9 6.9 2.9 -2.0 -0.3 0.3 -0.2 18.3 
　４ -2.2 -6.9 2.4 -10.9 -8.6 -11.2 -5.4 1.9 -1.6 -2.0 -3.9 1.5 -2.9 -3.4 5.6 -2.3 
　５ -1.0 2.9 -1.5 1.9 -4.5 2.8 1.9 -3.7 1.3 1.1 -2.7 -8.8 -6.3 -2.1 -5.1 2.9 
　６ 0.5 4.0 -1.5 8.6 -3.9 -5.5 12.4 1.1 -9.6 -0.6 -5.8 -9.4 2.8 -0.2 5.4 2.0 

表４－２　実質賃金指数（現金給与総額）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

（注１）実質賃金指数は、名目賃金指数を消費者物価指数（持屋の帰属家賃を除く総合指数）で除して百分率化したもの。
（注２）実質賃金指数の作成に用いる消費者物価指数は、平成28年３月分までは静岡県の数値を使用していたが、令和４年１月分から毎月勤労統計調査の基準年を令和２年に変更したこと
に伴い、平成28年３月分以前に遡って静岡市の数値を使用した指数に改訂した。併せて、消費者物価指数の基準年も令和２年に変更され、令和３年分の増減率が改訂されたことから、実質
賃金指数の令和３年分の増減率も改訂した。

(事業所規模５人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 99.7 99.7 102.9 111.0 100.5 105.0 102.7 98.0 108.0 95.4 105.3 101.4 76.1 94.9 100.2 105.2 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 101.3 107.2 101.8 101.5 107.0 99.6 93.2 91.1 112.4 105.1 100.1 101.3 99.2 101.3 101.8 117.2 
　４ 101.6 102.9 105.9 96.1 105.2 92.6 90.7 95.3 109.3 101.0 99.9 107.2 98.8 100.7 108.4 121.6 
　５ 103.5 104.4 108.3 104.9 100.4 99.1 94.3 92.7 112.9 103.2 99.2 97.9 96.6 101.6 110.3 128.0 
　６ 106.5 108.1 111.3 124.3 105.3 97.7 106.8 95.9 103.5 106.9 93.7 91.5 101.5 98.3 116.2 130.8 

令和 元 年 0.0 -5.8 -0.5 -7.8 2.5 3.9 0.2 2.2 -1.3 -2.4 13.4 -1.5 -7.6 0.8 -1.6 1.5 
  ２ 0.3 0.4 -2.8 -9.9 -0.5 -4.8 -2.6 2.1 -7.4 4.8 -5.0 -1.4 31.4 5.4 -0.2 -5.0 
  ３ 1.3 7.1 1.9 1.5 7.0 -0.4 -6.8 -8.9 12.5 5.1 0.1 1.3 -0.9 1.3 1.8 17.2 
　４ 0.3 -4.0 4.0 -5.3 -1.7 -7.0 -2.7 4.6 -2.8 -3.9 -0.2 5.8 -0.4 -0.6 6.5 3.8 
　５ 1.9 1.5 2.3 9.2 -4.6 7.0 4.0 -2.7 3.3 2.2 -0.7 -8.7 -2.2 0.9 1.8 5.3 
　６ 2.5 3.1 1.6 22.6 5.7 -1.9 13.6 4.8 -8.8 1.5 -3.1 -7.3 3.6 -0.3 5.5 2.2 

表４－３　名目賃金指数（定期給与）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年
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(事業所規模５人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 98.1 101.4 100.6 108.7 99.8 102.7 101.3 96.8 108.7 94.3 101.8 100.1 76.2 93.7 99.7 103.3 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 101.4 109.9 101.1 100.5 105.9 100.8 93.5 93.1 114.0 104.3 100.4 99.9 100.6 101.6 100.9 114.2 
　４ 101.2 107.1 105.1 93.6 105.8 92.9 90.0 97.3 106.6 98.6 100.1 104.2 99.8 99.8 105.3 118.2 
　５ 102.6 108.1 107.0 102.0 99.1 97.6 93.2 93.9 112.6 100.5 99.3 94.1 97.9 100.5 108.2 123.7 
　６ 105.6 111.2 110.1 120.4 105.7 97.3 105.5 96.4 104.7 103.6 94.8 88.4 102.5 98.0 110.0 124.5 

令和 元 年 -0.4 -6.7 -0.2 -3.5 0.4 2.2 0.0 0.8 -0.2 -2.8 12.0 0.3 -8.3 0.4 -1.4 0.5 
  ２ 1.9 -1.4 -0.6 -8.1 0.2 -2.7 -1.3 3.3 -8.1 6.1 -1.8 -0.2 31.2 6.6 0.3 -3.2 
  ３ 1.4 9.9 1.1 0.5 5.8 0.9 -6.4 -6.9 14.2 4.3 0.4 0.0 0.6 1.6 0.9 14.3 
　４ -0.2 -2.5 4.0 -6.9 -0.1 -7.8 -3.7 4.5 -6.5 -5.5 -0.3 4.3 -0.8 -1.8 4.4 3.5 
　５ 1.4 0.9 1.8 9.0 -6.3 5.1 3.6 -3.5 5.6 1.9 -0.8 -9.7 -1.9 0.7 2.8 4.7 
　６ 2.5 2.6 1.9 22.0 7.4 -0.9 13.4 4.0 -7.6 1.3 -2.1 -6.4 3.3 0.1 2.2 0.5 

表４－５　名目賃金指数（所定内給与）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

(事業所規模５人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 103.6 100.9 105.5 101.8 99.9 109.8 101.6 101.1 105.1 98.6 113.4 115.6 92.1 100.6 99.8 102.3 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 100.7 102.4 101.6 103.9 103.2 101.3 97.5 98.7 107.2 100.2 101.9 102.4 94.1 98.6 104.9 110.1 
　４ 100.8 100.1 103.0 100.0 103.8 97.3 95.3 99.7 113.1 98.5 103.6 105.9 95.0 99.9 103.8 112.5 
　５ 102.1 100.2 105.4 111.7 103.1 101.9 96.3 100.2 105.2 98.8 103.3 101.3 96.7 99.5 105.5 115.9 
　６ 103.0 98.1 105.1 108.5 98.0 101.5 101.6 100.3 96.3 100.3 91.8 102.9 109.4 96.3 109.5 120.5 

令和 元 年 -1.3 0.2 -2.0 -7.1 9.1 0.6 -2.4 1.5 -3.8 -0.1 3.3 1.4 -4.4 -1.7 -6.2 -2.1 
  ２ -3.4 -0.9 -5.2 -1.7 0.2 -9.0 -1.5 -1.1 -4.9 1.3 -11.7 -13.6 8.6 -0.6 0.3 -2.2 
  ３ 0.8 2.4 1.6 3.9 3.2 1.3 -2.5 -1.4 7.3 0.2 1.8 2.5 -5.9 -1.4 4.9 10.0 
　４ 0.1 -2.2 1.4 -3.8 0.6 -3.9 -2.3 1.0 5.5 -1.7 1.7 3.4 1.0 1.3 -1.0 2.2 
　５ 1.3 0.1 2.3 11.7 -0.7 4.7 1.0 0.5 -7.0 0.3 -0.3 -4.3 1.8 -0.4 1.6 3.0 
　６ 0.4 -2.2 -0.4 -3.1 -5.1 -0.8 5.4 0.1 -8.6 1.0 -9.0 -1.6 11.7 -2.9 3.9 4.1 

表４－６　労働時間指数（総実労働時間）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

(事業所規模５人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 102.4 101.4 103.6 100.3 97.0 105.8 100.6 100.6 104.2 99.3 111.5 115.5 93.0 100.8 100.0 101.0 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 100.7 104.0 101.0 102.9 103.0 101.3 97.4 101.5 107.2 100.8 102.8 102.3 95.4 99.1 104.3 107.2 
　４ 100.1 102.3 101.7 99.3 104.1 97.9 94.3 102.2 111.1 97.7 103.5 105.0 94.9 99.8 100.6 108.1 
　５ 101.1 102.4 103.9 108.8 103.0 100.7 95.6 103.8 102.8 97.5 102.4 100.3 94.1 99.4 103.4 111.1 
　６ 101.6 99.6 103.7 105.6 100.2 101.0 100.3 102.8 96.6 99.1 92.3 101.7 99.9 96.9 103.5 114.4 

令和 元 年 -1.3 -1.6 -1.0 -3.9 7.3 -0.5 -2.7 -1.6 -3.6 -0.6 2.8 2.6 -2.4 -1.9 -5.0 -2.8 
  ２ -2.3 -1.3 -3.6 -0.3 3.2 -5.5 -0.5 -0.5 -4.1 0.7 -10.3 -13.4 7.6 -0.8 0.0 -1.0 
  ３ 0.6 4.0 1.1 2.9 3.0 1.3 -2.5 1.5 7.2 0.8 2.7 2.2 -4.6 -0.9 4.3 7.3 
　４ -0.6 -1.6 0.7 -3.5 1.1 -3.4 -3.2 0.7 3.6 -3.1 0.7 2.6 -0.5 0.7 -3.5 0.8 
　５ 1.0 0.1 2.2 9.6 -1.1 2.9 1.4 1.6 -7.5 -0.2 -1.1 -4.5 -0.8 -0.4 2.8 2.8 
　６ -0.1 -2.7 -0.4 -3.4 -2.9 0.0 4.8 -1.0 -6.2 1.3 -7.9 -1.4 4.7 -2.4 0.5 2.6 

表４－７　労働時間指数（所定内労働時間）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

(事業所規模５人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 119.5 95.8 127.3 120.8 136.1 134.1 123.7 107.6 119.5 90.3 151.1 117.8 78.7 96.0 92.0 123.8 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 101.5 86.7 108.8 115.1 105.5 101.7 100.3 67.5 106.8 92.9 84.4 105.9 72.5 87.9 123.5 158.5 
　４ 110.3 77.8 118.1 108.5 100.5 93.4 114.3 73.0 142.7 107.3 107.7 130.9 97.5 103.4 191.0 187.8 
　５ 116.7 77.6 122.9 146.3 104.1 109.0 108.5 60.6 141.9 115.1 123.1 131.1 137.0 101.1 162.1 196.5 
　６ 122.3 81.6 122.4 142.3 70.7 104.0 125.6 73.2 90.4 114.4 83.0 139.2 256.6 84.2 277.2 224.1 

令和 元 年 -1.1 23.8 -10.4 -29.4 28.0 5.6 4.9 47.5 -6.4 8.2 10.6 -24.2 -29.4 1.2 -32.5 8.9 
  ２ -16.4 4.4 -21.5 -17.2 -26.5 -25.4 -19.2 -7.0 -16.4 10.7 -33.8 -15.1 27.0 4.1 8.7 -19.2 
  ３ 1.4 -13.3 9.0 15.0 5.5 1.7 0.3 -32.5 6.8 -7.1 -15.7 5.9 -27.4 -12.1 23.5 58.5 
　４ 8.7 -10.3 8.5 -5.7 -4.7 -8.2 14.0 8.1 33.6 15.5 27.6 23.6 34.5 17.6 54.7 18.5 
　５ 5.8 -0.3 4.1 34.8 3.6 16.7 -5.1 -17.0 -0.6 7.3 14.3 0.2 40.5 -2.2 -15.1 4.6 
　６ 5.2 4.5 -0.8 -1.9 -32.1 -5.2 15.3 22.0 -36.2 -2.3 -29.7 -4.6 88.0 -12.2 62.2 18.7 

表４－８　労働時間指数（所定外労働時間）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年
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(事業所規模５人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 100.3 98.8 101.3 100.9 96.9 96.9 97.0 99.9 100.1 125.4 110.3 103.2 88.9 99.2 101.6 102.1 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 100.4 99.8 98.0 95.6 101.1 98.0 101.1 91.4 99.2 121.2 97.8 99.9 104.8 101.0 97.2 107.4 
　４ 101.2 94.6 100.9 94.6 96.6 95.8 99.4 90.0 88.6 116.7 101.2 100.7 107.3 102.6 96.5 110.8 
　５ 102.1 101.5 101.6 89.9 97.7 95.9 97.5 91.1 103.7 113.7 105.3 101.5 110.1 104.2 92.1 109.2 
　６ 101.9 102.7 99.4 84.8 93.8 97.3 98.1 88.9 113.4 113.8 106.7 101.6 112.5 104.5 98.2 105.8 

令和 元 年 1.1 4.1 -0.2 208.1 -1.4 1.5 0.7 0.7 -1.9 1.9 2.7 0.5 -0.4 0.5 -0.5 2.0 
  ２ -0.3 1.2 -1.3 -0.9 3.2 3.1 3.1 0.1 -0.1 -20.3 -9.4 -3.1 12.5 0.8 -1.6 -2.1 
  ３ 0.4 -0.2 -2.0 -4.4 1.1 -2.0 1.1 -8.6 -0.8 21.2 -2.2 -0.1 4.8 1.0 -2.8 7.4 
　４ 0.8 -5.2 2.9 -1.1 -4.5 -2.2 -1.7 -1.6 -10.7 -3.7 3.5 0.8 2.4 1.6 -0.7 3.2 
　５ 0.9 7.3 0.7 -4.8 1.1 0.1 -1.9 1.2 17.2 -2.5 4.1 0.7 2.6 1.6 -4.6 -1.5 
　６ -0.2 1.2 -2.2 -5.7 -4.0 1.5 0.6 -2.4 9.4 0.1 1.3 0.1 2.2 0.3 6.6 -3.1 

表４－９　常用雇用指数

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年
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(事業所規模30人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 100.7 103.0 102.8 110.3 104.7 106.0 106.5 102.8 81.0 100.3 111.8 108.8 78.9 95.1 100.1 100.6 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 102.5 111.4 102.0 101.4 104.1 105.5 96.8 83.5 101.3 105.9 94.1 112.6 101.1 100.4 92.1 121.4 
　４ 100.9 95.7 102.7 103.2 101.1 92.8 89.1 91.7 83.1 103.8 96.9 112.3 96.6 98.1 92.5 128.9 
　５ 98.3 95.4 100.3 99.4 93.3 93.8 87.4 86.8 79.5 105.1 92.3 102.7 94.3 95.1 91.0 121.1 
　６ 96.0 94.5 99.8 116.2 91.6 87.7 92.1 84.9 63.3 104.2 84.4 96.1 93.2 86.5 103.3 121.4 

令和 元 年 0.4 -15.0 -0.6 -3.5 -6.8 2.1 6.1 -4.9 -13.7 -1.7 23.8 -6.8 -5.5 3.0 5.4 -0.5 
  ２ -0.6 -2.9 -2.8 -9.3 -4.4 -5.6 -6.2 -2.7 23.4 -0.3 -10.5 -8.1 26.7 5.1 0.0 -0.6 
  ３ 2.5 11.4 2.0 1.4 4.1 5.5 -3.2 -16.5 1.3 5.9 -5.9 12.6 1.1 0.4 -7.9 21.4 
　４ -1.6 -14.1 0.7 1.8 -2.9 -12.0 -8.0 9.8 -18.0 -2.0 3.0 -0.3 -4.5 -2.3 0.4 6.2 
　５ -2.6 -0.3 -2.3 -3.7 -7.7 1.1 -1.9 -5.3 -4.3 1.3 -4.7 -8.5 -2.4 -3.1 -1.6 -6.1 
　６ -1.7 -1.8 -0.7 21.7 -1.0 -6.6 4.3 0.1 -21.7 -1.1 -1.6 -8.0 -1.1 -6.3 13.4 -2.4 

表４－13　実質賃金指数（定期給与）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

（注１）実質賃金指数は、名目賃金指数を消費者物価指数（持屋の帰属家賃を除く総合指数）で除して百分率化したもの。
（注２）実質賃金指数の作成に用いる消費者物価指数は、平成28年３月分までは静岡県の数値を使用していたが、令和４年１月分から毎月勤労統計調査の基準年を令和２年に変更したこと
に伴い、平成28年３月分以前に遡って静岡市の数値を使用した指数に改訂した。併せて、消費者物価指数の基準年も令和２年に変更され、令和３年分の増減率が改訂されたことから、実質
賃金指数の令和３年分の増減率も改訂した。

(2)事業所規模３０人以上

(事業所規模30人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 101.7 104.5 104.3 108.5 103.3 110.0 108.1 103.9 88.0 97.7 119.7 108.5 78.5 95.6 100.2 100.8 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 102.0 117.8 101.6 97.5 100.3 105.6 96.6 84.1 114.9 103.6 97.4 107.2 100.5 98.2 89.7 121.2 
　４ 103.7 100.7 107.2 99.2 93.7 94.7 88.1 98.6 97.7 108.9 103.3 109.4 99.0 99.7 93.7 131.9 
　５ 105.3 107.9 108.2 96.7 93.2 98.6 90.3 97.9 93.9 113.3 102.2 104.7 101.1 100.8 94.5 129.7 
　６ 107.2 119.1 111.2 106.0 87.6 89.8 102.9 98.2 78.1 120.1 96.1 101.8 105.6 97.4 113.4 137.4 

令和 元 年 1.3 -24.7 1.5 2.0 -3.5 5.6 5.6 -9.4 -18.2 -2.0 27.4 -3.4 -2.3 4.3 0.4 -0.4 
  ２ -1.8 -4.3 -4.2 -7.8 -3.2 -9.1 -7.5 -3.8 13.5 2.4 -16.5 -7.8 27.3 4.5 -0.2 -0.7 
  ３ 2.0 17.9 1.7 -2.5 0.3 5.6 -3.4 -15.9 15.0 3.6 -2.6 7.2 0.5 -1.7 -10.3 21.2 
　４ 1.7 -14.5 5.5 1.7 -6.6 -10.3 -8.8 17.2 -15.0 5.1 6.1 2.1 -1.5 1.5 4.5 8.8 
　５ 1.5 7.1 0.9 -2.5 -0.5 4.1 2.5 -0.7 -3.9 4.0 -1.1 -4.3 2.1 1.1 0.9 -1.7 
　６ 2.6 8.8 2.4 11.2 -4.7 -8.9 13.1 3.8 -18.2 5.4 2.3 -3.4 5.3 0.2 19.9 2.8 

表４－10　名目賃金指数（現金給与総額）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

(事業所規模30人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 101.7 104.5 104.3 108.5 103.3 110.0 108.1 103.9 88.0 97.7 119.7 108.5 78.5 95.6 100.2 100.8 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 102.8 118.8 102.4 98.3 101.1 106.5 97.4 84.8 115.8 104.4 98.2 108.1 101.3 99.0 90.4 122.2 
　４ 101.4 98.4 104.8 97.0 91.6 92.6 86.1 96.4 95.5 106.5 101.0 106.9 96.8 97.5 91.6 128.9 
　５ 99.3 101.8 102.1 91.2 87.9 93.0 85.2 92.4 88.6 106.9 96.4 98.8 95.4 95.1 89.2 122.4 
　６ 98.0 108.9 101.6 96.9 80.1 82.1 94.1 89.8 71.4 109.8 87.8 93.1 96.5 89.0 103.7 125.6 

令和 元 年 0.9 -25.0 1.1 1.6 -3.9 5.2 5.2 -9.8 -18.5 -2.3 27.0 -3.8 -2.7 3.9 0.1 -0.8 
  ２ -1.8 -4.3 -4.2 -7.8 -3.2 -9.2 -7.6 -3.8 13.5 2.3 -16.5 -7.8 27.3 4.5 -0.2 -0.7 
  ３ 2.8 18.8 2.4 -1.7 1.1 6.5 -2.6 -15.2 15.8 4.4 -1.8 8.1 1.3 -1.0 -9.6 22.2 
　４ -1.4 -17.2 2.3 -1.3 -9.4 -13.1 -11.6 13.7 -17.5 2.0 2.9 -1.1 -4.4 -1.5 1.3 5.5 
　５ -2.1 3.5 -2.6 -6.0 -4.0 0.4 -1.0 -4.1 -7.2 0.4 -4.6 -7.6 -1.4 -2.5 -2.6 -5.0 
　６ -0.6 5.4 -0.9 7.8 -7.6 -11.7 9.7 0.7 -20.8 2.1 -0.9 -6.3 2.0 -2.9 16.3 -0.4 

表４－11　実質賃金指数（現金給与総額）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

（注１）実質賃金指数は、名目賃金指数を消費者物価指数（持屋の帰属家賃を除く総合指数）で除して百分率化したもの。
（注２）実質賃金指数の作成に用いる消費者物価指数は、平成28年３月分までは静岡県の数値を使用していたが、令和４年１月分から毎月勤労統計調査の基準年を令和２年に変更したこと
に伴い、平成28年３月分以前に遡って静岡市の数値を使用した指数に改訂した。併せて、消費者物価指数の基準年も令和２年に変更され、令和３年分の増減率が改訂されたことから、実質
賃金指数の令和３年分の増減率も改訂した。

(事業所規模30人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 100.7 103.0 102.8 110.3 104.7 106.0 106.5 102.8 81.0 100.3 111.8 108.8 78.9 95.1 100.1 100.6 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 101.7 110.5 101.2 100.6 103.3 104.7 96.0 82.8 100.5 105.1 93.3 111.7 100.3 99.6 91.4 120.4 
　４ 103.2 97.9 105.1 105.6 103.4 94.9 91.1 93.8 85.0 106.2 99.1 114.9 98.8 100.4 94.6 131.9 
　５ 104.2 101.1 106.3 105.4 98.9 99.4 92.6 92.0 84.3 111.4 97.8 108.9 100.0 100.8 96.5 128.4 
　６ 105.0 103.4 109.2 127.1 100.2 95.9 100.8 92.9 69.2 114.0 92.3 105.1 102.0 94.6 113.0 132.8 

令和 元 年 0.8 -14.6 -0.2 -3.1 -6.5 2.5 6.6 -4.4 -13.4 -1.3 24.3 -6.5 -5.2 3.4 5.9 -0.1 
  ２ -0.6 -2.9 -2.8 -9.3 -4.4 -5.6 -6.2 -2.7 23.4 -0.3 -10.5 -8.0 26.7 5.1 0.0 -0.6 
  ３ 1.7 10.5 1.2 0.6 3.2 4.7 -4.0 -17.3 0.5 5.1 -6.7 11.6 0.3 -0.4 -8.6 20.4 
　４ 1.5 -11.4 3.9 5.0 0.1 -9.4 -5.1 13.3 -15.4 1.0 6.2 2.9 -1.5 0.8 3.5 9.6 
　５ 1.0 3.3 1.1 -0.2 -4.4 4.7 1.6 -1.9 -0.8 4.9 -1.3 -5.2 1.2 0.4 2.0 -2.7 
　６ 1.4 1.4 2.5 25.6 2.2 -3.6 7.7 3.3 -19.2 2.1 1.4 -5.1 2.2 -3.3 17.0 0.7 

表４－12　名目賃金指数（定期給与）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年
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(事業所規模30人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 99.0 109.9 100.3 107.5 103.9 102.0 105.4 100.5 81.7 99.6 110.6 107.2 79.3 93.9 99.1 100.0 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 101.5 116.9 100.4 99.5 103.5 101.5 96.2 84.5 102.5 104.5 93.7 111.9 102.2 99.8 89.6 117.9 
　４ 102.5 107.7 104.2 103.5 106.4 91.2 90.5 94.0 86.8 105.3 98.2 114.0 100.4 99.1 90.5 127.4 
　５ 103.2 111.6 104.9 104.0 99.7 93.7 91.5 90.9 84.5 109.9 96.9 107.3 102.2 99.3 93.2 125.6 
　６ 104.4 114.1 108.4 125.0 103.4 94.2 99.7 92.4 68.2 112.7 94.1 101.3 104.1 93.7 104.0 126.3 

令和 元 年 0.6 -18.4 0.4 -0.9 -9.5 -1.4 6.8 -4.4 -11.8 -1.1 26.0 -5.0 -6.1 3.0 4.9 -0.7 
  ２ 1.1 -8.9 -0.3 -7.0 -3.8 -2.0 -5.2 -0.5 22.3 0.4 -9.6 -6.7 26.1 6.4 1.0 0.1 
  ３ 1.5 16.9 0.4 -0.5 3.4 1.6 -3.8 -15.5 2.5 4.5 -6.4 11.9 2.2 -0.2 -10.5 17.8 
　４ 1.0 -7.9 3.8 4.0 2.8 -10.1 -5.9 11.2 -15.3 0.8 4.8 1.9 -1.8 -0.7 1.0 8.1 
　５ 0.7 3.6 0.7 0.5 -6.3 2.7 1.1 -3.3 -2.6 4.4 -1.3 -5.9 1.8 0.2 3.0 -1.4 
　６ 1.8 1.4 3.0 25.3 4.8 0.5 7.7 4.1 -20.5 2.4 3.9 -6.4 2.2 -3.1 11.5 -2.3 

表４－14　名目賃金指数（所定内給与）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

(事業所規模30人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 104.2 97.9 104.5 101.9 100.1 110.1 102.2 102.5 95.1 101.1 118.9 119.5 94.9 103.2 99.2 101.8 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 101.1 104.2 102.3 103.0 96.6 103.3 99.6 97.0 114.5 100.1 99.6 105.7 87.9 99.2 101.6 110.6 
　４ 102.1 98.5 102.9 102.2 98.8 99.3 99.1 104.3 108.0 101.3 103.3 108.9 91.1 100.4 100.5 118.0 
　５ 103.0 101.2 104.2 103.4 101.1 102.2 97.5 104.8 103.2 103.3 102.1 105.3 98.5 100.0 101.0 116.2 
　６ 103.6 102.0 104.1 102.7 93.3 99.8 100.6 102.6 94.0 104.5 94.9 113.7 113.6 96.0 109.1 120.1 

令和 元 年 -1.4 1.1 -3.3 -4.1 0.5 -3.5 0.3 -1.8 -9.0 -1.9 10.0 2.2 -3.6 1.0 -4.0 -1.7 
  ２ -4.0 2.1 -4.4 -1.9 -0.1 -9.2 -2.2 -2.4 5.2 -1.1 -15.9 -16.3 5.4 -3.1 0.8 -1.7 
  ３ 1.2 4.2 2.4 3.0 -3.5 3.3 -0.4 -3.0 14.5 0.0 -0.4 5.6 -12.2 -0.8 1.6 10.6 
　４ 1.0 -5.5 0.6 -0.8 2.3 -3.9 -0.5 7.5 -5.7 1.2 3.7 3.0 3.6 1.2 -1.1 6.7 
　５ 0.9 2.7 1.3 1.2 2.3 2.9 -1.6 0.5 -4.4 2.0 -1.2 -3.3 8.1 -0.4 0.5 -1.5 
　６ 0.4 0.6 0.0 -1.1 -8.1 -2.3 2.3 -2.2 -9.6 1.3 -2.2 1.8 14.5 -4.0 8.2 2.7 

表４－15　労働時間指数（総実労働時間）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

(事業所規模30人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 102.9 101.7 102.4 99.6 96.6 106.7 101.4 100.3 94.1 100.5 117.5 119.6 94.9 103.7 99.5 101.0 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 100.8 108.7 101.8 102.3 98.4 100.8 99.2 100.4 112.9 100.6 100.9 105.8 88.1 99.7 100.2 108.0 
　４ 100.9 106.0 101.6 101.1 100.8 97.7 97.5 105.9 108.0 100.1 104.0 109.3 88.7 99.9 95.4 112.3 
　５ 101.7 109.5 102.8 102.8 103.2 100.3 97.2 109.1 102.0 101.8 102.8 105.4 90.9 99.4 97.6 112.5 
　６ 102.0 111.0 102.8 102.2 97.4 100.6 100.8 106.7 94.6 103.2 97.5 111.3 97.1 96.3 99.9 113.8 

令和 元 年 -0.8 -4.4 -1.9 -3.1 -2.2 -3.6 -0.4 -4.8 -8.9 -2.3 10.2 3.0 1.5 0.8 -3.5 -2.1 
  ２ -2.8 -1.7 -2.3 0.4 3.5 -6.2 -1.4 -0.3 6.3 -0.5 -14.9 -16.4 5.3 -3.6 0.5 -1.0 
  ３ 0.7 8.7 1.8 2.3 -1.5 0.8 -0.8 0.4 12.9 0.5 1.0 5.8 -11.9 -0.3 0.2 8.0 
　４ 0.1 -2.5 -0.2 -1.2 2.4 -3.1 -1.7 5.5 -4.3 -0.5 3.1 3.3 0.7 0.2 -4.8 4.0 
　５ 0.8 3.3 1.2 1.7 2.4 2.7 -0.3 3.0 -5.6 1.7 -1.2 -3.6 2.5 -0.5 2.3 0.2 
　６ 0.0 1.1 0.0 -1.1 -5.9 0.2 2.8 -2.3 -8.0 1.5 -0.5 0.4 5.5 -3.4 2.6 0.3 

表４－16　労働時間指数（所定内労働時間）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年

(事業所規模30人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 120.7 77.9 129.7 125.6 135.8 133.2 117.3 124.5 110.1 107.8 139.3 117.0 93.2 91.9 91.5 113.0 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 105.1 80.5 108.4 110.1 77.8 120.2 106.0 63.0 136.2 94.9 79.8 103.7 82.1 90.9 128.9 153.0 
　４ 117.3 59.3 118.4 112.4 77.9 109.8 129.4 87.7 107.9 114.3 93.5 99.8 167.3 108.8 199.4 206.9 
　５ 120.0 57.7 120.3 109.3 80.9 113.9 103.9 62.1 121.2 120.7 90.8 104.3 340.7 109.8 167.1 174.3 
　６ 124.1 55.3 117.9 107.9 52.4 93.9 98.5 61.7 85.3 119.2 54.9 164.7 637.1 88.8 292.4 218.2 

令和 元 年 -6.0 67.0 -14.0 -11.8 25.6 -3.4 13.1 30.9 -10.6 0.9 7.9 -12.6 -64.0 6.0 -14.5 4.2 
  ２ -17.1 28.4 -22.9 -20.4 -26.4 -24.9 -14.8 -19.7 -9.1 -7.2 -28.2 -14.5 7.6 8.9 9.3 -11.5 
  ３ 5.0 -19.5 8.4 10.1 -22.2 20.2 6.0 -37.1 36.2 -5.2 -20.2 3.7 -18.1 -9.2 28.9 53.0 
　４ 11.6 -26.3 9.2 2.1 0.1 -8.7 22.1 39.2 -20.8 20.4 17.2 -3.8 103.8 19.7 54.7 35.2 
　５ 2.3 -2.7 1.6 -2.8 3.9 3.7 -19.7 -29.2 12.3 5.6 -2.9 4.5 103.6 0.9 -16.2 -15.8 
　６ 5.3 -4.7 -1.3 0.0 -35.3 -17.6 -5.9 0.2 -30.0 -1.2 -32.2 28.0 94.2 -15.3 75.4 29.0 

表４－17　労働時間指数（所定外労働時間）

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年
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(事業所規模30人以上、令和２年平均＝100)
ＴＬ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ

調 査 電気・ガス 情 報 運 輸 業 ， 卸 売 業 ， 金 融 業 ， 不動産業， 学 術 宿泊業,飲 生 活 関 連 教育，学習 医 療 ， 複 合 他に分類され

産 業 計 建 設 業 製 造 業 水 道 業 等 通 信 業 郵 便 業 小 売 業 保 険 業 物品賃貸業 研 究 等 食サービス業 サービス業等 支 援 業 福 祉 サービス事業 ないサービス業

令和 元 年 99.5 100.4 99.9 101.4 94.9 96.1 95.0 98.4 125.3 146.3 105.5 104.1 80.3 100.0 104.1 104.7 
  ２ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  ３ 101.8 98.8 99.2 97.6 99.8 97.9 103.8 98.1 104.7 138.1 93.7 99.0 107.9 101.4 97.6 112.1 
　４ 102.5 80.4 101.9 95.3 95.0 95.5 101.2 96.7 79.5 133.7 93.7 99.2 111.2 102.5 94.6 117.7 
　５ 103.6 98.4 102.0 90.1 98.1 95.2 98.1 95.0 130.6 130.6 96.2 100.5 116.8 105.5 90.5 115.3 
　６ 102.2 91.4 99.8 83.0 93.8 97.1 97.6 93.6 142.3 133.0 96.6 101.2 118.2 103.1 107.4 111.3 

令和 元 年 1.1 6.3 1.0 123.3 2.5 2.6 2.2 -2.5 -3.2 3.0 0.5 3.8 -4.7 -1.0 -0.7 0.9 
  ２ 0.5 -0.4 0.1 -1.4 5.4 4.0 5.2 1.6 -20.2 -31.7 -5.2 -4.0 24.5 0.0 -4.0 -4.5 
  ３ 1.8 -1.2 -0.8 -2.4 -0.2 -2.1 3.8 -1.9 4.7 38.1 -6.3 -1.0 7.9 1.4 -2.4 12.1 
　４ 0.7 -18.6 2.7 -2.4 -4.8 -2.4 -2.5 -1.4 -24.1 -3.2 0.0 0.2 3.1 1.2 -3.1 5.0 
　５ 1.0 22.4 0.1 -5.5 3.2 -0.4 -3.0 -1.8 64.2 -2.3 2.6 1.3 5.0 2.8 -4.4 -2.0 
　６ -1.4 -7.1 -2.2 -7.9 -4.4 2.0 -0.5 -1.5 9.0 1.8 0.4 0.7 1.2 -2.3 18.7 -3.5 

表４－18　常用雇用指数

指　　　　　　　　　　　数

対 前 年 増 減 率 （％）

年
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（事業所規模５人以上、調査産業計）

指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比 前年差

％ ％ ％ ％ ％ ポイント

 令和２年 100.0 -1.2 100.0 -0.7 100.0 -2.8 100.0 -13.2 100.0 0.2 31.13 -0.40 

　 ３ 100.3 0.3 100.5 0.5 100.7 0.6 105.2 5.1 100.5 0.5 31.28 0.15 

　 ４ 102.3 2.0 101.9 1.4 100.8 0.1 110.0 4.6 101.3 0.8 31.60 0.32 

　 ５ 103.5 1.2 103.0 1.1 100.9 0.1 109.0 -0.9 103.1 1.9 32.24 0.64 

　 ６ 109.2 2.8 107.5 2.0 101.4 -1.0 109.3 -2.7 104.3 1.2 30.86 0.51 

表４　年次別指数及びパートタイム労働者比率の推移（全国）

名目賃金指数
（現金給与総額）

名目賃金指数
（定期給与）

労働時間指数
（総実労働時間）

労働時間指数
（所定外労働時間）

常用雇用指数
パートタイム
労働者比率産　業

（事業所規模５人以上）

前年比 前年比 前年比 前年差 前年差 前年差

千人 ％ 千人 ％ 千人 ％ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ 

調 査 産 業 計 50,814 1.2 35,136 3.2 15,678 -3.2 2.04 -0.10 1.94 -0.07 30.86 0.51 

製　　造　　業 7,666 -0.1 6,673 0.6 993 -3.8 1.04 -0.07 1.06 -0.03 12.95 0.02 

卸売業，小売業 9,299 1.6 5,175 -0.2 4,124 4.0 1.93 0.02 1.86 -0.01 44.35 0.98 

医　療，福　祉 8,277 0.7 5,531 1.7 2,746 -1.1 1.80 -0.04 1.70 -0.02 33.18 -0.42 

表３  産業、就業形態別常用労働者数（全国）

産　　業
常用労働者数 労 働 異 動 率 パートタイム

労働者比率一般労働者 パートタイム労働者

入職率 離職率

（事業所規模５人以上）

前年比 前年比 前年比 前年差

　時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 日 

調 査 産 業 計 136.9 -1.0 126.9 -0.9 10.0 -2.7 17.7 0.1 

製　　造　　業 156.4 -0.7 143.2 -0.3 13.2 -3.6 18.9 0.0 

卸売業，小売業 128.4 -1.0 121.3 -0.9 7.1 -1.3 17.5 -0.1 

医　療，福　祉 129.7 -0.5 124.7 -0.6 5.0 -0.8 17.5 0.0 

表２  産業別労働時間（全国）

所定内労働時間 所定外労働時間産　　業
総実労働時間 出勤日数

（事業所規模５人以上）

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

調 査 産 業 計 347,994 2.8 281,959 2.0 262,325 2.1 19,634 0.0 66,035 6.7 

製　　造　　業 412,916 3.0 323,579 2.5 293,825 2.7 29,754 0.2 89,337 5.2 

卸売業，小売業 306,881 3.9 248,463 2.2 235,780 2.2 12,683 3.3 58,418 11.5 

医　療，福　祉 310,560 2.9 262,090 1.9 247,573 1.9 14,517 2.5 48,470 9.5 

表１  産業別現金給与額（全国）

所定内給与 超過労働給与産　　　業
現金給与総額 定期給与 特別給与

＜参考＞ 全国の結果（令和６年平均）

事業所規模５人以上
(1)現金給与額

(2)労働時間

(3) 雇 用

(4) 年次別
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毎月勤労統計調査の説明

１ 調査の目的

この調査は、統計法（平成19年法律第53号）第２条第４項に規定する基幹統計であり、賃金、労働

時間及び雇用について、静岡県における変動を毎月明らかにすることを目的としている。

２ 調査の対象

日本標準産業分類に定める、鉱業，採石業，砂利採取業、建設業、製造業、電気･ガス･熱供給･水道業、

情報通信業、運輸業，郵便業、卸売業，小売業、金融業，保険業、不動産業，物品賃貸業、学術研究，

専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サービス業、生活関連サービス業，娯楽業(その他の生活関連サー

ビス業のうち家事サービス業を除く）、教育，学習支援業、医療，福祉、複合サービス事業及びサービス

業(他に分類されないもの）(外国公務を除く）に属し、常時５人以上の常用労働者を雇用する県内全事

業所のうち、厚生労働省が指定した約1,100事業所を対象としている。

なお、常用労働者が５人以上の規模の事業所を「事業所規模５人以上」とし、常用労働者30人以上の

規模の事業所を「事業所規模30人以上」としている。また、「事業所規模５人以上」には「事業所規模

30人以上」を含んでいる。

３ 調査の方法

常用労働者30人以上規模の事業所については、毎年更新される、総務省の事業所母集団データベース

の年次フレームを用いて、全事業所のリストを作成し、これを産業規模別に区分し、その区分ごとに調

査事業所を抽出している。また、調査事業所は、平成30年からは毎年１月分調査で一部を入れ替える方

式に変更している。調査の実施方法は郵送又はオンライン調査である。

常用労働者5～29人規模の事業所については、経済センサスの調査区を用いて設定した毎月勤労統計

調査調査区の中から、一定数の調査区を抽出し、その地域内から調査事業所を抽出している。事業所は、

半年ごとに全体の３分の１について交替し、各組は18か月間継続するローテーション方式により調査を

行っている。調査の実施方法は、調査員調査又はオンライン調査である。

また、常用労働者１～４人規模の事業所については、年1回、７月末日現在で「毎月勤労統計調査特

別調査」を実施している。（調査対象事業所･･･約600事業所）

４ 調査事項の説明

(1) 現金給与額

現金給与額とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者

に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費等を差し引く以前の金額のことである。退職を

事由に支払われる退職金は含まれない。

「きまって支給する給与（以下「定期給与」という。）」とは、労働協約、就業規則等によってあら

かじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与で、いわゆる基本給、家族手当、

超過労働手当を含む。

「所定内給与」とは、「定期給与」のうち所定外給与以外のものをいう。

「所定外給与（超過労働給与）」とは、所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働等に対し

て支給される給与のことである。

「特別に支払われた給与（以下「特別給与」という。）」とは、あらかじめ定められた労働協約、就

業規則等によらないで一時的又は突発的理由に基づいて支払われる給与又は労働協約、就業規則等に
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よりあらかじめ支給要件が定められているもので、賞与及び期末手当、3か月を超える期間で算定さ

れる手当、支給事由の発生が不定期なもの、ベースアップ等が行われた場合の差額追給等である。

「現金給与総額」とは、「定期給与」と「特別給与」の合計額である。

(2) 実労働時間

調査期間中に労働者が実際に労働した時間のことである。休憩時間は除かれるが、鉱業の坑内作業

者の休憩時間や運輸関係労働者等の手待ち時間は含める。なお、本来の職務外として行われる宿日直

の時間は含めない。

「所定内労働時間」とは、労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の

実労働時間のことである。

「所定外労働時間」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間のことである。

「総実労働時間」とは、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計である。

(3) 出勤日数

調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。事業所に出勤しない日は、有給であって

も出勤日数には含めないが、雇用契約上で在宅勤務やテレワークが認められており、労働者を在宅勤

務(テレワークを含む)させた場合は、出勤日数に含める。1日のうち1時間でも就業すれば、1出勤日

とする。

(4) 常用労働者

次の条件に該当する労働者のことである。

期間を定めず、又は１ヶ月以上の期間を定めて雇われている者。

なお、重役、理事などの役員でも、常時勤務して一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与の支払を

受けている者及び事業主の家族でも、常時その事業所に勤務し、他の労働者と同じ給与規則で毎月給

与が支払われている者は常用労働者に含める。

「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、次のいずれかに該当する労働者のことである。

① １日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。

② １日の所定労働時間が一般の労働者と同じで、１週の所定労働日数が一般の労働者より少ない者。

「一般労働者」とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者でない者のことをいう。

(5) パートタイム労働者比率

調査期間末の全常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合を、百分率化したものである。

(6) 労働異動率

雇用の流動状況を示す指標としての労働異動率は、以下の式による。

入(離)職率 ＝ × 100

なお、この入(離)職率は、単に新規の入(離)職者のみならず、同一企業内の転勤者が含まれている。

月間の増加（減少）労働者数

前月末労働者数
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Ⅱ 令和６年特別調査結果

１ 賃 金

(1) きまって支給する現金給与額

令和６年７月における事業所規模１～４人事業所のきまって支給する現金給与額は220,302円

で、前年比5.2％増となった。

注１：事業所規模５人以上は、毎月勤労統計調査地方調査各年７月分の結果である。

注２：事業所規模５人以上の前年比は、令和２年を100とした指数により算出している。

注３：令和６年の事業所規模５人以上の前年比の計算に用いる令和５年の指数及び実数は、令和５年に

ベンチマーク更新を行った参考値である。

(2) 特別に支払われた現金給与額

令和５年８月１日から令和６年７月31日までの１年間における、賞与など特別に支払われた現

金給与額は299,865円で、前年比7.2％増となった。

注１：支給割合は、常用労働者１人あたりの７月のきまって支給する現金給与額に対する、

過去１年間に特別に支払われた現金給与額の割合である。

表１　事業所規模別きまって支給する現金給与額

（調査産業計）

前年比 前年比

円 ％ ％ 円 ％

  令和６年 220,302 5.2 82.3 267,791 1.4

  令和５年 209,485 △ 2.1 80.1 261,385 1.9

  全国令和６年 209,086 2.5 73.7 283,858 2.2

１～４人 （参考）５人以上

区分
実額

５人以上＝
100とした時
の比率

実額

表２　過去１年間に特別に支払われた現金給与額

（事業所規模１～４人、調査産業計）

前年比 前年差

円 ％ か月分 か月分

  令和６年 299,865 7.2 1.36 0.02

  令和５年 279,669 △ 2.4 1.34 0.00

  全国令和６年 273,380 4.6 1.31 0.03

区分 実額 支給割合

〈毎月勤労統計調査特別調査とは？〉

常用労働者１～４人を雇用する事業所を対象として、年１回、７月31日現在で、賃金、

労働時間及び雇用の状況を調査するもの。
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２ 労働時間

令和６年７月における通常日１日の実労働時間は6.9時間で前年と同水準となった。

出勤日数は、19.8日で前年差0.4日増となった。

注１：事業所規模５人以上は、毎月勤労統計調査地方調査各年７月分の結果である。

注２：実労働時間は、事業所規模１～４人は通常日１日の実労働時間、５人以上は月間総実労働時間を出勤日数で

除したものである。

注３：令和６年の事業所規模５人以上における、１日の実労働時間の前年差の計算に用いる令和５年の月間総実労働時間

及び出勤日数は、令和５年にベンチマーク更新を行った参考値である。

３ 雇 用

令和６年７月における常用労働者数は51,853人で、前年比2.3％減となった。

表３　事業所規模別通常日１日の実労働時間、月間出勤日数

（調査産業計）

前年差 前年差 前年差 前年差

 静岡県 時間 時間 時間 時間 日 日 日 日

  令和６年 6.9 0.0 7.8 0.0 19.8 0.4 18.4 0.4

  令和５年 6.9 △ 0.1 7.8 0.1 19.4 0.0 18.0 △ 0.5

全　国

  令和６年 6.9 0.1 7.7 △ 0.1 19.2 0.1 18.3 0.3

  令和５年 6.8 0.0 7.7 0.0 19.1 △ 0.1 18.0 △ 0.1

１日の実労働時間 月間出勤日数

１～４人 （参考）５人以上 １～４人 （参考）５人以上区分

表４　常用労働者数

（事業所規模１～４人、調査産業計）

区分 令和５年 令和６年 前年比

人 人 ％

静岡県 53,057 51,853 △ 2.3

全　国 1,527,337 1,472,097 △ 3.6
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毎月勤労統計調査特別調査の概要

１ 調査の目的

本調査は、常用労働者１人以上４人以下の事業所の賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにして、

毎月実施されている常用労働者５人以上の事業所に関する「全国調査」及び「地方調査」を補完する

とともに、各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を提供することを目的とする。

２ 調査の範囲

日本標準産業分類に定める、鉱業，採石業，砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・

水道業、情報通信業、運輸業，郵便業、卸売業，小売業、金融業，保険業、不動産業，物品賃貸業、

学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サービス業、生活関連サービス業，娯楽業(その他

の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く）、教育，学習支援業、医療，福祉、複合サービ

ス事業、サービス業（他に分類されないもの）(外国公務を除く）に属する事業所で、経済センサス

の調査区に基づいて設定した毎勤特別調査区のうちから、無作為に抽出された調査区内に所在する常

用労働者１～４人を雇用する事業所。（静岡県内で約600事業所）

３ 調査の時期

令和６年７月31日現在（給与締切日の定めがある場合には調査年７月の最終給与締切日現在）の状

況について調査を実施。

４ 主な調査事項

ア 主要な生産品の名称又は事業の内容

イ 企業規模

ウ 常用労働者の数

エ 常用労働者ごとの次に掲げる事項

ａ 性

ｂ 通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別

ｃ 年齢及び勤続年数

ｄ 出勤日数及び１日の実労働時間数

ｅ きまって支給する現金給与額

ｆ 特別に支払われた現金給与額

５ 調査の方法

次のいずれかの方法により調査を行う。

・調査員が配布する調査票に報告者が記入して調査員に提出する。

・調査員が報告者から聞き取り記入する方法により調査票を作成する。

６ 調査系統

厚生労働省―都道府県―統計調査員―報告者





https://www.kokusei2025.go.jp/

○ 静岡県毎月勤労統計調査の結果は『統計センターしずおか』で御覧になれます。

○ 毎月の速報結果を公表日から、見ることができます。

○ エクセル形式なので、ダウンロードして使用できます。

しずおか　まいきん 検索

URL https://toukei.pref.shizuoka.jp/chosa/12-040/index.html
スマートフォン版も公開しています。

毎月勤労統計調査についてのお問い合わせ先

〒420-8601　静岡市葵区追手町9-6
静岡県知事直轄組織デジタル戦略局統計調査課　商工・経済班

TEL　０５４－２２１－２２４６　　FAX　０５４－２２１－３６０９

 国勢調査は、日本の未来をつくるた

めに必要な調査です。

　国や地方公共団体が正確な統計に基

づいて、公正で効率的な行政を行うた

めには、日本に住むすべての人と世帯

に漏れなく、正確な回答をしていただ

く必要があります。

　令和７年国勢調査へのご協力をお願

いします。

＜令和７年10月１日に国勢調査を実施します＞

国勢調査2025キャンペーンサイト


